
定 例 記 者 会 見 
 

            日時 5 月 26 日（木） 15 時から 

場所 市役所 4 階大会議室     

1 開  会 

 

2 配布資料の確認 

 

3 市長挨拶 

 

4 記者発表（市長） 

① 新型コロナウイルス感染症対策事業 

  Ⅰ.学校給食費等の高騰対策 

  Ⅱ.第３弾 チームにらさきエール商品券事業 

  Ⅲ.キャッシュレス決済ポイント還元事業 

② 起業支援制度の拡充 

➂ プラスチック資源の一括回収 

④ 韮崎市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定 

⑤ 令和 4 年度 水害を想定した韮崎市総合防災訓練 

⑥ 韮崎市女性議会 

⑦ 韮崎大村美術館開館 15 周年記念 「荻太郎展 人間へのまなざし」 

  【関連イベント】 

  Ⅰ.大村智館長トークショー 

  Ⅱ.ワークショップ「石に絵を描いてみよう」 

⑧ 韮崎市・北杜市合同就職ガイダンス 

⑨ にらちびフェスティバル 2022～韮崎の魅力発見！新府城の巻～ 

⑩ サマーイルミネーションフェスティバル 2022in にらさき 

 

5 質疑応答 

 

6 令和 4 年第 2 回韮崎市議会定例会案件について（総務課長・総合政策課長） 

 

7 質疑応答 

 

8 そ の 他 

 

9 閉  会 



① 新型コロナウイルス感染症対策事業 
 

1.概要 

  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格や電気・ガス料金を含む物

価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を図るため、以下の事業を実施し

ます。 

 

2.事業内容 

Ⅰ.学校給食費等の高騰対策 （事業費 18,501 千円） 

   給食に使用する食材費が高騰する中、保護者の負担を増やすことなく、安定した給

食運営が行えるよう、市内小中学校及び公立保育園については、食材費値上がり分

を増額補正し、私立保育園等については、施設に対し、食材費値上がり分を補助しま

す。 

① 児童・生徒の給食材料費 

   129,106 千円×0.1（食材費値上がり分）＝12,911 千円 

② 保育園等副食費 

      ⑴ 公立保育園 

         33,490 千円×0.1（食材費値上がり分）＝3,349 千円 

      ⑵ 私立保育園等 

         415 人×450 円（食材費値上がり分）×12 か月＝2,241 千円 

 

Ⅱ.第３弾 チームにらさきエール商品券事業 （事業費 398,075 千円） 

    原油価格・物価高騰等の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽減し、地域におけ 

 る消費を喚起・下支えするため、30％のプレミアムが付いた商品券を販売します。 

販売総額 ３億９千万円（30,000 冊） ※うち、プレミアム分９千万円 

       事務費（概算） 8,075 千円 

 

 Ⅲ.キャッシュレス決済ポイント還元事業 （事業費 40,000 千円） 

現在、実施している最大 20％の PayPay ポイントを付与するキャンペーンを継続 

させるため、事業費の増額を行います。 

実施期間 令和 4 年 5 月 1 日（土）～令和 4 年 6 月 30 日（木） 

 

３.総事業費 456，576 千円 
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② 起業支援制度の拡充 

１．経緯 

本市ではこれまで、「空き店舗対策事業補助金」や「起業支援補助金」により、起業者を支

援してきました。支援制度を活用し、市内で起業・出店される方が増える一方、空き事業所が

多いにもかかわらず、貸出可能な事業所は減少してきています。 

市内にある空き事業所は、所有者の住居を兼ねていることが多く、事業所スペースと住居

スペースとの区分けが難しいため、貸出しに踏み切れないというのが理由だと考えます。 

そこで、起業支援制度の中に、貸し手への補助制度を加えるとともに、「空き店舗対策事

業補助金」を廃止し、「起業支援補助金」に統一することで、起業支援制度の拡充を行います。 

 

２．拡充内容 

（１）空き事業所の所有者への補助 

 起業者へ貸出すことが決定している空き事業所の所有者に対して、以下の改修費を補助しま

す。 

 補助金額：改修費の 1/2（上限 50 万円） 

 ①店舗部分と居住部分との区分け改修費 

 ②下水道接続改修費 

 ※①、②をそれぞれ受けられます。 

 

（2）補助対象事業所の要件緩和 

 空き事業所の要件である「6 か月以上空いていること」を撤廃します。 

 

（3）補助金交付回数制限の緩和（2 号店の開業も補助対象に） 

 これまで、補助金の交付回数は 1 起業者につき、1 回までとしていましたが、市内にすでに事

業所を有し、補助を受けている場合でも、市内の異なる場所で、複数の事業所を持とうとする

場合にも、補助の対象とします。 

 ※同一起業者による同一事業場所での起業に係る補助金の交付は 1 回限り。 

 

 「空き店舗対策事業補助金」と改正前の「起業支援補助金」、改正後の「起業支援

補助金」の比較については、次ページをご確認ください。 

 

3.問い合わせ 

 産業観光課 商工観光担当（内線 214・216） 
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➂ プラスチック資源の一括回収 

１．内容 

令和４年４月１日よりプラスチック資源の循環等の取り組みを促進するための「プラスチック

に係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。 

 プラスチックは、現代社会に不可欠な素材でありますが、海洋プラスチックごみによる環境汚

染の問題や燃焼時に発生する温室効果ガスにより、地球温暖化につながるといった問題など

様々な問題を抱えています。 

 プラスチック資源の収集量を拡大することでごみを減量化し、また、シャツや文具などの新し

い製品へのリサイクルへつなげることで、環境への負荷を軽減することができます。 

これらを踏まえ、韮崎市では、プラスチックを資源として回収し、リサイクルを推進するため、 

これまで家庭ごみに含め焼却処理をしていたプラスチック製容器包装（卵パック・お菓子の袋

等）とプラスチック使用製品（バケツ・おもちゃ等）廃棄物の一括回収を実施します。 

 

２．実施日 

 令和 4 年 10 月 1 日から 

 

３．収集方法 

 地区リサイクル会場と拠点リサイクル会場にて回収 

 

４．回収対象 

 ・プラスチックのみ（単一素材）でできているもの（電池・金属等、他の物質が付いている場合

は外す）。 

 ・50 ㎝以下のもの（切断や破砕等により、50 ㎝以下にすれば可）。 

 ・資源分別早見表にあるもの（別紙参照）。 

 ※ペットボトルと白色トレイは従来どおりの方法で回収します。 

 

5.問い合わせ 

 市民生活課 生活環境担当 ＴＥＬ：0551-22-1111（内線 131・132） 
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④ 韮崎市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定 

 

 

１．制定理由 

 公共施設等に放置された自動車の処理について必要な事項を定めることにより、

公共施設等機能回復、美観の保持、安全で快適な生活環境の保全を図るため、条

例の制定を行います。 

 

２．概要 

 ⑴ 公共施設等において放置自動車を発見したときは調査を行う。 

 ⑵ 調査に基づき所有者等に撤去指導を行う。 

 ⑶ 撤去指導を行ったにもかかわらず所有者等が撤去しない場合は期限を定め

て撤去命令を行う。 

 ⑷ 撤去命令を行ったにもかかわらず放置し続けた場合に緊急の必要があると

認めるときは放置自動車を直ちに移動し、保管することができる。 

 ⑸ 期限を過ぎても撤去をしない場合は放置自動車の使用を終了したとみなす。 

 ⑹ 放置自動車の使用を終了とみなした自動車を処理するため取引業者に引き

渡すことができる。 

 ⑺ 費用については所有者等から徴収するものとする。 

 

３．施行日 

 公布の日から施行 

 

４．県内の状況 

 「放置自動車に関する処理要綱」を制定している自治体（市川三郷町、早川町、身

延町、南部町）もありますが、条例として制定するのは県内初となります。 

 

５．問い合わせ 総務課 契約管財担当 

           ＴＥＬ：0551-22-1111（内線 336） 
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⑤ 令和４年度 水害を想定した韮崎市総合防災訓練 

 

近年、全国的に発生している大規模水害の状況を踏まえ、水害を想定した防災訓練を新

型コロナウイルスの感染拡大防止を踏まえた内容で、以下により実施します。 
 

１．日時 

６月１９日（日） 午前７時３０分から 

（市内で災害が発生又はその恐れがある場合や、新型コロナウイルス感染症のまん延状

況により、内容について変更等する場合があります。） 
 

２．訓練内容 

⑴【要配慮者又は避難行動要支援者の搬送訓練】 

⑵【要配慮者以外の住民による避難訓練】 

⑶【オンラインによる情報共有訓練】 

   災害時において、迅速かつ的確な対応を図るため、災害対策本部と指定避難所と 

の情報交換をオンラインにより共有することを目的に訓練を実施します。 

 

 訓練終了は午前１０時頃を予定しています。 
 

３．訓練内容詳細 

 訓練名・内容 会場 対象 

1 指定福祉避難所への避難訓練 

老人福祉ｾﾝﾀ- 

大草ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

旧なごみの郷穴山 

要配慮者 

市職員【中継】 

２ 指定避難所への避難訓練 指定避難所 
要配慮者以外の住民 

市職員【運営・中継】 

３ 避難所開設・運営訓練 指定避難所 市職員【運営・中継】 

４ 
災害協定に基づく災害時応援要

請訓練 

韮崎市 

国立市（東京都） 

北本市（埼玉県） 

韮崎市・国立市・北本市 

災害対策本部【中継】 

 

４．問い合わせ 総務課 危機管理担当 （内線３３９・３９９） 
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⑥ 韮崎市女性議会 

1.目的 

男女共同参画社会の実現と女性の社会参加の促進に寄与するとともに、韮崎市のさらなる発展に向

けて、女性の視点からの提案等を活力あるまちづくりに反映するため、市に対しての質問や提言をいた

だく機会をつくることにより、市政への関心を高め、協働によるまちづくりに資することを目的としてい

ます。 

 

2.実施主体 

韮崎市（協力：韮崎市女性団体連絡協議会、その他各種団体） 
 

3.実施日 

8 月１０日（水） 午後１時５0 分から午後５時まで 

 

4.対象者（議員） 

（1） 女性団体連絡協議会の構成団体（６団体）からの推薦  （正副議長含む）  ４名 

（2） その他団体（男女共同参画推進委員会、地域おこし協力隊、公民館主事会 

PTA 連合会、子育て支援サークル等）                  ６名 

（3） 大学生                                            2 名 

                                                               合計    1２名 

5.市側出席者 

本会議と同じ 

 

6.実施方法 

（1） 通常の議会で行う一般質問同様 

（2） 質問者 1０名（正副議長を除いた議員） 

（3） ５名の一般質問が終了後、休憩（１０分）を入れ、議長（正→副）交代 

 

7.当日の主なスケジュール 

時 間 内    容 

13:40～ 
女性議会開会セレモニー 

※市長・議長あいさつ ※女性議員紹介 など 

14:10～16:35 女性議会 ※議事進行：女性議長等 

16:35～ 女性議会閉会セレモニー ※講評（副議長） ※記念撮影 

  

８．その他 

   本会議と同様に、インターネット中継を行います。 

ＵＲＬ▶ https://www.city.nirasaki.lg.jp/section/live.html 

 

 ９.問い合わせ 総合政策課 政策推進担当 ☎0551-22-1111（内線 355） 
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【荻太郎展 人間へのまなざし】 - 関連イベント - 

Ⅰ.大村智館長トークショー 

1.概要 

生前の荻太郎氏と親交のあった大村智館長が特に思い入れのある作品を、作家本人と

の想い出のエピソードを交えながらお話しいただきます。 

 

2.日時  7 月 12 日（火） 14 時 45 分～ 

 

3.場所  螢雪寮(国登録有形文化財 大村家住宅) 

 

4.定員  20 人（要予約） 

 

5.その他  韮崎大村美術館で企画展をご覧になった後、ご参加いただきます。 

《入館料》 一般 500 円 小中高校生 200 円 

※韮崎市内在住・在学の小中高生は無料 

 

Ⅱ.ワークショップ「石に絵を描いてみよう」 

1.概要 

荻太郎氏の作品資料の中に、丸い石に人物の顔を描いたものがあります。今回の企

画展で、その資料を展示することから、石に絵を描くワークショップを開催します。 

石を使用して、模様や形、質感を観察し、参加者がイメージしたものを自由に描きま

す。あわせて、企画展の作品を学芸員の案内のもと、鑑賞します。 

 

2.日時  7 月 23 日（土）、24 日（日） 13 時 30 分～15 時 30 分 

 

3.場所  韮崎大村美術館および螢雪寮 

 

4.対象  子どもから大人まで（未就学児は保護者同伴） 

 

5.定員  各 10 人程度  ※予約のキャンセル待ち枠あり 

 

6.参加料  高校生以下 200 円、一般 500 円（入館料含む） 

 

7.その他  持ち物は不要です。 

 

■申込み・問い合わせ 韮崎大村美術館 TEL:0551-23-7775 

 

鈴木信太郎展トークショーの様子(R3.10 月) 

職員による見本 
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⑩ サマーイルミネーションフェスティバル 2022 in にらさき 

 

1.概要 

本市が、文部省唱歌「たなばたさま」の作詞者で、童謡詩人・権藤はなよの生誕の地であ

ることをＰＲするとともに、夏の新たな風物詩となるよう、２０１８年夏にスタートした「サマ

ーイルミネーション in にらさき」。 

天の川と七夕飾りをモチーフにしたイルミネーションのほか、駅前広場に架かる雨除け

シェルターや周囲の手すりにブルーライトで装飾を施すなど、星が輝く夜空をイメージさせ

るイルミネーションが駅前広場全体を鮮やかに彩ります。 

第５回目となる本年は、７月２日（土）に青年会議所の第７０回関東地区大会韮崎北杜大

会が開催されることに伴い、関東圏の青年会議所メンバーと市民の交流の機会を提供す

ることを目的に、韮崎北杜青年会議所（以下、ＪＣ）との共催で規模を拡大して実施します。 

 

2.開催期間 

期   間：６月２４日（金）～７月２４日（日） 

点灯時間：毎日夜７時～１０時 

場   所：ＪＲ韮崎駅前広場 

 

3.期間中の企画（予定） 

(1)サマーイルミネーションのシンボルオブジェを駅前広場中央に設置、来訪者が願いご

とを書いた短冊を掲出する。 

   ▶短冊４，０００枚作成 

   ▶市内の小学校～高校に３，２００枚を事前配布 → 回収後、ＪＣの手により掲出 

   ▶期間中、シンボルオブジェ前に８００枚を用意。来訪者が自由に記入、掲出 

（2）にらさき夜市の開催 

    ▶７月１日（金）夜間（時間は調整中）のみ開催 

    ▶駅前広場から商店街に会場を拡充、中央町内の線路わき市道（チャンスセンターか

ら一勝食堂までの間）を車両通行止め（歩行者天国）にして、キッチンカー約２０台

を配置する。 

（3）期間中、不定期にニーラが出没。運が良ければ〝夢や願いを叶える〟ニーラに会え 

るかも。 

（4）期間中のお昼と夕方、市内に流れるチャイムを「たなばたさま」のメロディーに変更 

  

4.問い合わせ 

  一般社団法人韮崎市観光協会 TEL:0551-22-1991 
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